
第２章 取り組みの経緯 

１ 取り組みの経緯 

 戦後、日本は、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を原則とする日

本国憲法を制定しました。 

 この憲法に基づいて、各地方自治体では、地方自治の確立、選挙制度の改革、

福祉政策の転換、男女平等の追求、教育制度の改革など、多くの改革が進められ、

本市においても具体的に人権を保障する諸制度を形作り、さまざまな取り組み

を推進しています。 

 しかしながら、戦後の日本社会の急激な構造変化によって、憲法制定当時には

想定できなかった問題が発生し、本市においても多くの人権課題が存在し続け

るとともに、新たな課題も生み出されてきました。 

 昭和４０（１９６５）年の「同和対策審議会答申」を受け、昭和４４（１９６

９）年に「同和対策事業特別措置法」が、さらには、昭和５７（１９８２）年に

は「地域改善対策特別措置法」が施行されました。 

 本市では、そうした法律の施行以前から同和行政や同和教育を推進しており、

同和問題の解決に向けた取り組みは既に行われていました。 

 そして、この人権問題の解決に向けた潮流は、昭和６２（１９８７）年の「人

権尊重都市宣言」、そして、平成６（１９９４）年の「鳥取市における部落差別

をはじめあらゆる差別をなくする条例」の制定に発展し、本市のあらゆる人権課

題の解決へ向けた取り組みへとつながっていきました。 

 例えば、同和問題（部落差別）については、平成４（１９９２）年に策定した

「鳥取市同和対策総合計画」に基づき、平成２２（２０１０）年度の計画終了ま

で、差別実態の改善や差別意識の解消、差別事象に対する対応等に取り組んでき

ました。そして、現在においても、こうした取り組みを継続しているところです。 

女性差別の撤廃・男女共同参画の推進については、平成１１（１９９９）年の

「男女共同参画社会基本法」を基に、平成１４（２００２）年に「鳥取市男女共

同参画推進条例」を制定し、「鳥取市男女共同参画計画」により男女共同参画社

会の形成に向けたさまざまな施策に取り組んできました。 

 障がいのある人への人権問題については、「障害者基本法」を基に、平成２７

（２０１５）年に「鳥取市障がい者計画」を策定し、障がい者が住み慣れた地域

で自立し社会参加することができる「共生社会」の実現に向けた施策に取り組ん

できました。 

 また、平成１２（２０００）年、「人権教育及び啓発の推進に関する法律」が

制定され、平成１３（２００１）年に、「人権教育のための国連１０年」を基に

「鳥取市行動計画」を策定し、人権尊重の精神の涵養と人権が尊重される社会の

実現をめざし、市民集会の開催や各種の研修会などに取り組んできたところで



す。 

 そして、平成１９（２００７）年、すべての人権施策の基本となる考え方や方

向性を示す「基本方針」を策定しました。 

その後、平成２３（２０１１）年の「鳥取市差別のない人権尊重の社会づくり

条例」の施行に伴う平成２５（２０１３）年の第１次改訂を経て、今回の第２次

改訂に至っています。 

なお、今回の改訂にあたっては、人権関係団体などに対する聞き取りや、「市

民意識調査」により把握された市民意識の現状やその傾向等も踏まえ策定して

います。 


